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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

第１章 行革プラン２０１９の概要 

第１節 位置付け 

第１編から第３編までにおいては，調布市基本計画の全体像などのほか，施策の体系を整理する

とともに，各施策の方向や基本的取組と併せて，基本計画事業を示しました。 

第４編では，調布市基本計画の分野別計画に位置付ける各施策・事業を着実に推進していくため，

市政経営の２つの基本的な考え方である「参加と協働のまちづくり」，「持続可能な市政経営」を踏

まえ，調布市基本構想に掲げたまちづくりの実践に当たっての３つの基本的な姿勢を柱とする，調

布市における行財政改革の具体的な取組である行革プラン２０１９を示します。 

行革プラン２０１９において，これまでの行財政改革の取組と同様に，限りある経営資源を効果

的・効率的に最大限活用する中で，質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供していくこ

とを目指します。 

 

第２節 策定の背景 

調布市では，１９９４（平成６）年８月以降の２次にわたる「調布市行財政改革指針」や 

２００１（平成１３）年４月以降の４次にわたる「調布市行財政改革アクションプラン」，更には，

２０１３（平成２５）年４月からの「行革プラン」に基づき，継続的に行財政改革に取り組んでき

ました。 

 その中では，参加と協働の仕組みづくりや市政に対する信頼性の確保，職員の人材育成などとい

った取組である「質の改革」，事務事業や人事・給与制度の見直し，常勤職員定数の抑制，歳入の

確保などといった「量の改革」に関する取組を推進し，一定の成果につなげてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行革プラン２０１３・行革プラン２０１５における主な取組 

◆公共料金一括支払システムの導入

◆学童クラブ・ユーフォーの一体的運営及び民間
　活力の活用

◆学校給食調理業務における民間活力の活用

◆武者小路実篤記念館における指定管理者制度の導入

◆広告料収入等の確保（官民連携による歳出の抑制
　を含む）

◆市税及び国民健康保険税収納率の維持・向上

◆普通財産の貸付・売払い，未利用道路・水路の
　売払い

市民参加と協働の推進 人事・給与制度の見直し

◆調布市パブリック・コメント手続条例の制定

◆調布市審議会等の会議の公開に関する条例の制定

◆様々な手法を活用した市政情報の提供
　（ツイッター，フェイスブック，動画，画像）

◆退職手当支給水準の見直し

◆通勤手当・住居手当・扶養手当の見直し

◆チューター制度の導入

◆昇任試験制度の見直し（受験資格，試験内容）

事務の効率化，民間活力の活用 歳入の確保
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

 市政を取り巻く状況として，今後，市税収入をはじめとした一般財源の大幅な伸びは期待できま

せん。その一方で，社会保障関係経費や公共施設等の老朽化対応に係る経費など，様々な財政需要

が見込まれます。こうした厳しい環境の中で，調布市基本計画に位置付けた各施策・事業の着実な

推進を図っていかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「市税」とは，市民税（個人・法人）・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・市たばこ税・入湯税のこ

とをいいます。 

   ２ 「義務的経費」とは，歳出のうち，その支出が義務付けられ任意に削減することが困難な経費で，人件

費・扶助費・公債費のことをいいます。 

   ３ 【出典】「調布市決算概要」よりデータ引用 

（注）１ 「扶助費」とは，生活保護・児童福祉・高齢福祉・障害福祉などの現金給付や物品の提供に要する経費

のことをいいます。 

   ２ 「公債費」とは，市債（市の借金）を返済する元利償還金と一時的な借入金に要する経費のことをいい

ます。 

   ３ 【出典】「調布市決算概要」よりデータ引用 

 

市税収入と義務的経費の推移 

義務的経費の内訳 
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

 

 また，様々な法改正や制度改正への的確な対応をはじめ，社会環境の変化や多様化・複雑化する

市民ニーズへの対応のほか，国や東京都からの権限移譲などに伴い，市における業務量も増加して

います。そのため，今後においても質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供していくた

めには，効果的・効率的な市民サービスの提供や事務の効率化等を図るうえで，情報通信技術 

（ＩＣＴ）等の効果的な活用の検討，実践に取り組むとともに，費用対効果を踏まえた積極的な民

間活力の活用に取り組む必要があります。併せて，女性職員の活躍推進，ワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた時間外勤務の縮減や多様な働き方の推進など，職員の働き方の見直しも進めてい

く必要があります。 

 その他にも，将来的に見込まれる人口構造の変化のほか，公共施設の老朽化や管理運営費，改修・

更新費の縮減，財政負担の平準化など，市におけるインフラを含む公共施設全体を取り巻く課題に

対応していくため，調布市公共施設等総合管理計画に基づく，長期的な視点による公共施設等マネ

ジメントの取組を推進していく必要があります。 

 これらのことを踏まえ，今後も引き続き，あらゆる角度からの「財源確保」と創意工夫に基づく

「経費縮減」を基本とする見直し，改革・改善に継続的に取り組むことが必要です。 

 このため，調布市では，第４編において，調布市基本構想第４章「まちの将来像の実現に向けて」

に掲げた３つの基本的な姿勢である「市民が主役のまちづくり」，「市民のための市役所づくり」，「計

画的な行政の推進」を具現化するための取組として，行革プラン２０１９の内容を示し，不断の行

財政改革に取り組んでいきます。 

 

 

第３節 策定の視点 

 行革プラン２０１９では，２０１５（平成２７）年度から２０１８（平成３０）年度までを計画

期間とした行革プラン２０１５における体系や個別プランを発展的に継承しています。また，具体

的な取組となる個別プランについては，行革プラン２０１５に位置付けた各プランの進捗状況や取

組課題のほか，行革プラン２０１５の策定後における社会環境の変化や国・東京都における取組の

動向等を踏まえて，必要な見直しや新たな取組の検討，実践を進めることとします。併せて，計画

期間中における一般財源や様々な財政需要の見通しを踏まえた中で，調布市基本計画に位置付ける

各施策・事業の着実な推進を図るため，「事務の効率化」，「アウトソーシングの推進」，「公共施設

等マネジメントの推進」の３つを重要な視点として捉え，これまで以上に取組の推進を図ることと

します。 

 また，これまでと同様に，限られた経営資源を効果的・効率的に活用し，質の高い市民サービス

を将来にわたり持続的に提供していく観点から，職員の育成や意識改革などの「質的な改革」と費

用対効果を踏まえたコスト縮減などの「量的な改革」を両立させながら，「最少の経費で最大の効

果」を目指していきます。 

 その他，社会環境の変化や地方分権の進展に伴う国・東京都からの権限移譲のほか，市民ニーズ

の多様化・複雑化などにより，市行政に対する需要は引き続き増加傾向にあることを踏まえると，

従来どおりのやり方では，十分に対応することは難しいため，行政の役割や行政運営の仕組みを見

直すとともに，様々なサービスの提供においては，スクラップ・アンド・ビルドや水準の引き下げ

も含めた視点をもちながら，見直し，改善に取り組む必要があります。 
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「質的な改革」と「量的な改革」の両立 

行政の役割の見直しと新たな課題への対応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行革プラン２０１９における取組のポイント（３つの重要な視点） 

 
 
 現状における業務の内容や進め方の検証（業務分析）などを踏まえ，業務フローの見直し

による簡素化や，ＩＣＴ，ＡＩ※１，ＲＰＡ※２などの活用による効率化に取り組みます。 
 
 ※１ ＡＩ（Artificial Intelligence）：人工知能のこと 

 ※２ ＲＰＡ（Robotic Process Automation）：人が行う定型的なパソコン操作を自動化する 

ソフトウェアのこと 

事務の効率化 

 
 
 公立保育園や児童館の運営，学校給食調理業務のほか，庁内における窓口及び内部事務な

ども含めて，幅広く民間活力の活用に取り組みます。 

アウトソーシングの推進 

 
 
 調布市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき，個別施設の在り方，方向性を示す（仮

称）公共施設マネジメント計画の策定や，市庁舎，グリーンホール，総合福祉センター，
学校施設の整備のほか，官民連携モデル事業（クリーンセンター跡地活用事業）などに取
り組みます。 

公共施設等マネジメントの推進 
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

 

 なお，行革プラン２０１９においても，引き続き，２０１３（平成２５）年４月に施行した「調

布市自治の理念と市政運営に関する基本条例」を具現化するための取組を位置付けており，参加と

協働をより一層高める取組や市政運営の効率化に資する取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条項 項目 プラン番号 プラン名

プラン４ 積極的な市政情報の提供

プラン５ 適切な公文書管理の推進

第９条 参加と協働の推進 プラン１ 市民参加と多様な主体との連携・協働の推進

プラン１ 市民参加と多様な主体との連携・協働の推進【再掲】

プラン２ 市民活動・地域コミュニティ活動に関する支援の推進

プラン３ コミュニティ施設の在り方検討

第１１条 政策法務 プラン２３ 政策法務能力の向上

プラン２６ 補助金と受益者負担の適正化

プラン２８ 財政規律ガイドラインに基づく財政運営

プラン２５ ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営

プラン２９ 事務事業等の見直し，改善による経常経費の縮減

第１５条 組織 プラン６ 組織体制の整備

プラン１７ 災害対応能力の向上

プラン１８ 新型インフルエンザ等への対応

プラン２１ 人材の確保とやりがいや意欲を高める仕組みづくり

プラン２２ 人材育成基本方針に基づく研修の推進

第１９条
他の地方自治体，

国等との連携及び協力
プラン１７ 災害対応能力の向上【再掲】

第１７条 職員

第１３条 財政

第１４条 行政評価

第１６条 危機管理

調布市自治の理念と
市政運営に関する基本条例

行革プラン２０１９

第８条 情報公開

第１０条 コミュニティへの支援
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

第４節 計画期間及び体系 

 行革プラン２０１９については，調布市基本計画において，分野別計画などと一体的に示してい

る取組であることを踏まえ，市長任期と連動した調布市基本計画の計画期間と同様に，２０１９（平

成３１）年度から２０２２（平成３４）年度までの４年間としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，体系については，行革プラン２０１５と同様に，調布市基本構想に掲げたまちの将来像の

実現に向けた，まちづくりの実践に当たっての３つの基本的な姿勢「市民が主役のまちづくり」，「市

民のための市役所づくり」，「計画的な行政の推進」を柱として，４つの方針とそれらに連なる個別

プラン（４１プラン）で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 

計画の体系 

３つの柱・４つの方針・４１のプラン

 ＜第１の柱＞　市民が主役のまちづくり

　方針１　参加と協働のまちづくりの実践　（５プラン）

 ＜第２の柱＞　市民のための市役所づくり

　方針２　効率的な組織体制の整備　（１５プラン）

　方針３　人材の確保・育成　（４プラン）

 ＜第３の柱＞　計画的な行政の推進

　方針４　計画行政の推進　（１７プラン）

年度
西暦

（平成）
2013

（25）
2014

（26）
2015

（27）
2016

（28）
2017

（29）
2018

（30）
2019

（31）
2020

（32）
2021

（33）
2022

（34）

　  　　　　　　前期基本計画

 　 　　　　　　行革プラン２０１３

基本構想 基本構想（2012(平成24)年6月19日議決・策定）

基本計画

　　　    時点修正 修正基本計画 後期基本計画

　　      時点修正 行革プラン２０１５ 行革プラン２０１９
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

 

 なお，４つの方針である「参加と協働のまちづくりの実践」，「効率的な組織体制の整備」，「人材

の確保・育成」，「計画行政の推進」においては，それぞれ以下の視点に基づいて，個別プランを位

置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供していく観点から，限られた経営資源を効

果的・効率的に活用し，最少の経費で最大の効果を目指していく必要があります。 

 社会環境の変化や法改正・制度改正，市民ニーズの多様化・複雑化に適切に対応していくため

には，簡素で効率的な組織体制を整備するとともに，組織横断的に取り組むべき課題については，

庁内における情報共有や調整の場の充実を図るなど，庁内の連携を推進していきます。 

 また，官と民との役割分担の下，民間に委ねることが可能なものについては，民間活力の活用

を幅広く検討し，調布市の監理団体の活用も含め，市民サービスを提供する主体の見直しに取り

組んでいきます。併せて，近年はＩＣＴの進展のほか，ＡＩ※１，ＩｏＴ※２，ＲＰＡ※３などとい

った先進技術も日々進歩しており，地方公共団体の業務において活用される事例も見られること

から，引き続き，情報セキュリティに留意しつつ，サービス向上や事務の簡素化・効率化の観点

も踏まえた活用を検討していきます。 

 なお，地方自治法の改正に伴い，地方公共団体における事務の適正な執行の確保に関する取組

が求められていることを踏まえ，日常業務における不適正な事案の発生防止などに関する取組と

合わせて，災害発生時の対応等も含めた，様々な業務リスクへの対応に関する取組を推進してい

きます。 

 

※１ ＡＩ（Artificial Intelligence）：人工知能のこと 

※２ ＩｏＴ（Internet of Things）：あらゆるモノがインターネットにつながる仕組みのこと 

※３ ＲＰＡ（Robotic Process Automation）：人が行う定型的なパソコン操作を自動化する 

ソフトウェアのこと 

 

 

 地方分権の進展により，市民と行政がまちづくりの方向性を共有し，その実現に向けて，市民

参加と多様な主体との連携・協働によるまちづくりを進めることが重要な取組の一つとなってい

ます。 

 そのため，様々な市民活動や地域コミュニティ活動の活性化につなげるためのコーディネート

や活動の場の提供のほか，市政情報のより分かりやすい提供，調布市が保有する様々なデータの

公開などによる市民との情報共有の推進，更には，市民等による情報の発信などを通じた地域の

情報化を進めていく必要があります。 

 また，行政だけでは多様化・複雑化する市民ニーズにきめ細かに対応することが困難になって

きていることを踏まえ，参加と協働によるまちづくりをより一層進めるに当たっては，より良い

市民サービスの提供や行政の効率化につなげる視点ももちながら取組を推進していきます。 

方針１ 参加と協働のまちづくりの実践 

方針２ 効率的な組織体制の整備 
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第５節 推進体制 

 行革プラン２０１９の推進に当たっては，各個別プランの所管部署との連携を図る中で，取組状

況や課題等の把握に努め，ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理を推進します。 

 また，個別プランにおける取組の着実な推進につなげるため，庁内における行政経営会議のほか，

行政外部の広範な視点から意見聴取を行う調布市行財政改革推進会議を活用します。更に，毎年度

の取組実績や成果等については，市民に分かりやすく公表します。 

 なお，行革プラン２０１９では，具体的な取組内容を年度別計画※として示していますが， 

ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる進行管理を行う中で，進捗状況や市政を取り巻く社会環境の

変化等に応じ，柔軟に取組の見直し等を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 持続可能な市政経営を推進するために，「選択と集中」を図りながら，ＰＤＣＡマネジメント

サイクルにより，限られた経営資源を計画的かつ効果的・効率的に活用し，計画・行財政改革・

予算が一体となった行財政運営を推進する必要があります。 

 財政の健全性維持に関しては，今後も厳しい財政状況が見込まれる中，引き続き，適切な収納

事務の推進と併せて，あらゆる角度からの積極的な財源確保などに努めるほか，事務事業等の見

直し，改善の取組を通じた経常経費の縮減に取り組んでいきます。 

 また，益々重要性が高まっている公共施設及びインフラマネジメントに関する取組について

は，調布市公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき，総量抑制や適正配置，長寿命化やライ

フサイクルコストの縮減，民間活力の活用の視点を踏まえ，現状や課題等を整理しつつ，各施設

の今後の在り方も含めた総合的かつ計画的な管理について，庁内横断的な連携を図りながら総合

的に検討していきます。 

 

 

 市政を取り巻く社会環境が変化する中で，高度化・複雑化する行政課題に適切かつ柔軟に対応

できる知識や能力を有する人材の確保と育成に取り組む必要があります。 

 そのため，調布市人材育成基本方針及び調布市特定事業主行動計画に基づき，市政の担い手と

して，全ての職員が能力を十分に発揮し，意欲を持って職務に取り組むことができるよう，人事・

研修制度の適切な運用・改善等を行うとともに，女性職員の活躍推進の観点も含めた働き方の見

直しなどにより，ワーク・ライフ・バランスを推進するなど，人材を確保・育成していく環境整

備に取り組んでいきます。 

 なお，地方公務員法等の改正に伴い新たに導入される会計年度任用職員制度については，庁内

関係部署との情報共有や連携を図りながら，適切かつ円滑な導入に努めていきます。 

方針３ 人材の確保・育成 

方針４ 計画行政の推進 

※計画期間における個別プランの年度別計画については，今後示していきます。 
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参考 個別プランの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１の柱 市民が主役のまちづくり 

第２の柱 市民のための市役所づくり 

【方針１】　参加と協働のまちづくりの実践

基本的取組１－１　参加と協働のまちづくりの実践

基本的取組１－２　参加と協働の推進のための環境整備

基本的取組１－３　市政情報の積極的な提供

プラン５ 適切な公文書管理の推進

プラン２ 市民活動・地域コミュニティ活動に関する支援の推進

プラン３ コミュニティ施設の在り方検討

プラン４ 積極的な市政情報の提供

プラン１ 市民参加と多様な主体との連携・協働の推進

新規

【方針２】　効率的な組織体制の整備

基本的取組２－１　効率的で機能的な組織・システムづくり

基本的取組２－２　市民サービス提供主体の見直し

基本的取組２－３　市民に信頼される市政の推進

プラン１８ 新型インフルエンザ等への対応

プラン１９ 業務リスクへの対応

プラン２０ 多様な契約手法の検討・活用

プラン１６ 窓口サービス及び内部事務における民間活力の活用

プラン１７ 災害対応能力の向上

プラン１３ 学校給食調理業務における民間活力の活用

プラン１４ 指定管理者制度の活用

プラン１５ マイナンバー制度の適切な運用

プラン１０ 民間活力の活用

プラン１１ 公立保育園における民間活力の活用

プラン１２ 児童館における民間活力の活用

プラン７ 監理団体の活用・連携の強化

プラン８ 情報システムの総合的かつ計画的な管理の推進

プラン９ 事務の簡素化・効率化の推進

プラン６ 組織体制の整備

新規

新規

新規
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第３の柱 計画的な行政の推進 

【方針３】　人材の確保・育成

基本的取組３－１　人材の確保・育成と意欲の向上

基本的取組３－２　誰もが活躍できる職場環境づくり　

プラン２１ 人材の確保とやりがいや意欲を高める仕組みづくり

プラン２３ 政策法務能力の向上

プラン２４ ワーク・ライフ・バランスの実現と誰もが活躍できる職場環境づくりの推進

プラン９ 事務の簡素化・効率化の推進　　　　　　【再掲】

プラン２２ 人材育成基本方針に基づく研修の推進

新規

【方針４】　計画行政の推進

基本的取組４－１　ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営

基本的取組４－２　健全な財政運営

基本的取組４－３　公共施設等マネジメントの推進

プラン２７ 行財政改革推進会議の活用

プラン４１ 官民連携手法によるクリーンセンター跡地活用の推進

プラン３５ 債権管理の推進

プラン３６ 公共施設マネジメントの推進

プラン３７ インフラマネジメントの推進

学校施設における長寿命化等の推進

プラン３８ 市庁舎の長寿命化等と将来的な更新の検討

プラン３９ グリーンホール及び総合福祉センターの在り方検討，整備の推進

プラン４０

事務事業等の見直し，改善による経常経費の縮減

積極的な財源の確保と財政負担の抑制

普通財産の有効活用・処分

市税収納率の維持・向上

国民健康保険税収納率の維持・向上

給付・医療費の適正化

プラン２９

プラン３０

プラン３１

プラン３２

プラン３３

プラン３４

プラン２８ 財政規律ガイドラインに基づく財政運営

プラン２５ ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営

プラン２６ 補助金と受益者負担の適正化

新規

新規

新規

新規

新規
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第２章 行革プラン２０１９の取組 

第１節 市民が主役のまちづくり 

 

 

目 的 

対 象 市民，地域コミュニティ，ＮＰＯ等団体，調布市職員 

意 図 
市民と必要な情報を共有しながら，多様な主体の活動を活性化するととも

に連携を図ることで，参加と協働のまちづくりを進める 

 

  取取組組のの視視点点  

 

 

 

 

  基基本本的的取取組組のの体体系系  

方針１ 参加と協働のまちづくりの実践 

 

１－１ 参加と協働のまちづくりの実践 

 

１－２ 参加と協働の推進のための環境整備 

 

１－３ 市政情報の積極的な提供 

 

  現現状状とと課課題題  

○多様化・複雑化する市民ニーズにきめ細かに対応するためには，市民や各種団体等の多様な主体

の活動を促進し，共に考え，共に公共を担う参加と協働によるまちづくりが重要となっています。 

○調布市における市民参加と協働の基本的なルールである調布市市民参加プログラムや，職員向け

の手引きである市民参加手続ガイドライン，協働推進ガイドブックに基づく取組を推進していま

す。また，調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例を具現化する取組として，調布市パブリッ

ク・コメント手続条例，調布市審議会等の会議の公開に関する条例を施行し，適切に運用することで

市民により開かれた市政を推進し，市政運営における公平性の確保・透明性の向上を図っています。 

○参加と協働に関するルール等の適切な運用やこれまでの実践を踏まえた市民参加手法全般の運

用改善・創意工夫に取り組みながら，参加と協働のまちづくりを推進する必要があります。 

○参加と協働の前提として，市民と市政の情報共有を図ることが重要であるため，様々な広報メデ

ィア等を活用したより効果的な情報提供や市が保有するデータの公開に取り組むことと併せて，

市民等が主体となった地域の様々な情報発信などにおいて，多様な主体との連携を図る必要があ

様々な参加と協働の仕組みを活用しつつ，実践を踏まえた運用改善を継続しながら，市民

や市民活動団体，民間事業者等といった多様な主体との連携を図る中で，市民と行政の適切

な役割分担の下，参加と協働によるまちづくりを一層推進します。 

方針１ 参加と協働のまちづくりの実践 
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ります。 

 

  基基本本的的取取組組のの内内容容  

１－１ 参加と協働のまちづくりの実践 

◆市民参加・協働に関するルールに基づく実践 

   調布市市民参加プログラムをはじめ，市民参加手続ガイドライン，協働推進ガイドブックに

基づき，様々な行政活動に関して，その内容に応じた適切な市民参加手続や協働事業の実践に

努めるとともに，調布市パブリック・コメント手続条例及び調布市審議会等の会議の公開に関

する条例の適切な運用を図ります。 

◆市民参加手法の運用改善，創意工夫 

今後も参加と協働のまちづくりを推進していくため，市民参加手続や協働事業の実践状況を

把握し，市民参加プログラム等に基づく実践を踏まえた市民参加プログラム等の課題整理を行

い，市民参加プログラム等の見直しも含めて，市民参加手法全般の運用改善や創意工夫に継続

して取り組みます。 

◆多様な主体との連携 

多様化・複雑化する市民ニーズにきめ細かに対応していくため，多様な主体との連携による

まちづくりを進め，より良い市民サービスの提供などにつなげていきます。また，必要な地域

情報を必要な人に分かりやすく届けられる環境づくりの観点から，市民等による地域の情報化

においても，多様な主体との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン１

内容

政策企画課，協働推進課，

情報管理課，関係各課

市民参加と協働を一層推進するため，調布市審議会等の会議の公開に関する条例や調布市パブリック・コメント手

続条例の適切な運用を図るとともに，これまでの参加と協働の実践を通じた課題整理を踏まえて，幅広い意見の把

握や多様な主体との連携につながるよう，運用改善や創意工夫に引き続き取り組む中で，調布市市民参加プログラ

ム等の見直しにつなげていきます。さらに，多様な主体との地域の情報化における連携を図ります。

取組

◆パブリック・コメント手続条例などの適切な運用
◆市民参加・協働の実践を踏まえた課題整理・運用改善
◆市民参加プログラム等の課題整理・見直し検討
◆多様な主体との協働，連携
◆市民等による地域の情報化における多様な主体との連携

市民参加と多様な主体との連携・協働の推進 担当課
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１－２ 参加と協働の推進のための環境整備 

◆市民活動・地域コミュニティ活動の促進 

   地域における自主的な市民活動・地域コミュニティ活動の継続や更なる活性化を図るため，

市民活動支援センターにおける効果的・効率的な活動支援と併せて機能の運用改善を進めます。 

   コミュニティ活動をはじめ，市民の様々な活動拠点として利用されているふれあいの家の今

後の在り方について，高齢化等による社会環境の変化など，地域コミュニティを取り巻く現状

を踏まえ，地域福祉センターを含めたコミュニティ施設全体の中で検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン２

内容

取組

◆市民活動・地域コミュニティ活動の支援に関する取組の検討，実施
◆市民活動支援センターにおける取組実績の検証及び運用改善の検討
◆地域活動情報紙を活用した市民活動のきっかけづくり
◆地域コミュニティサイト「ちょみっと」を活用した情報提供及び情報共有

市民活動・地域コミュニティ活動に関する支援の推進 担当課 協働推進課

市民活動・地域コミュニティ活動の更なる活性化につなげるため，市民活動支援センターにおける様々な相談への

対応や情報発信，コーディネート等の取組を推進します。また，交流事業のほか，地域活動情報紙や地域コミュニ

ティサイト「ちょみっと」を活用した市民活動のきっかけづくりを推進します。

プラン３

内容

◆地域福祉センターの利活用促進に関する取組の検討
◆ふれあいの家における管理運営上の課題整理及び課題を踏まえた対応の検討
◆コミュニティ施設の今後の在り方に関する考え方の整理

担当課 協働推進課

市民の様々な活動の拠点として利用されている地域福祉センター及びふれあいの家について，市民ニーズや求めら

れる機能のほか，双方の施設の関係性，施設運営上の課題を踏まえて，コミュニティ活動の場の確保方策も含めた

今後の在り方を検討・整理します。

取組

コミュニティ施設の在り方検討 新規
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１－３ 市政情報の積極的な提供 

  ◆市民への積極的な情報の提供 

   個人情報保護に十分留意しながら，市民との情報の共有などを推進するため，市報やホーム

ページをはじめ，フェイスブック，ツイッター，調布エフエムなど，様々な広報メディアの特

徴を生かし，調布のまちの魅力も含めて，市民や関係機関等とも連携を図りながら，積極的な

情報発信を推進します。また，引き続き，報道機関や地域メディアにも積極的に情報提供する

など，効果的・効率的に市政情報を提供していきます。 

  ◆適切な公文書の管理 

   市政の透明性・信頼性向上の観点を踏まえ，市民共有の財産である公文書を今後も適正に管

理・保存・公開するなど，適正な公文書管理事務を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン５

内容

※保存期間が満了した公文書のこと

取組

◆文書管理システムを活用した公文書の作成，管理，保存，公開及び電子処理

◆非現用文書※の整理，修復，デジタル化（紙資料のデータ化）
◆公文書の適切な管理に関する職員の意識向上に向けた研修などの実施

適切な公文書管理の推進 担当課 総務課

文書管理システムの適切な運用や研修等を通じて，適正な公文書管理事務を推進することで，市政の透明性・信頼

性を高めるとともに，市民共有の財産である公文書の適切な管理・保存・公開に取り組みます。

プラン４

内容

※１　誰もが参加できる広範的な情報発信技術を用いて，ユーザー同士が情報を交換（送受信）することで成り立つメディアのこと

※２　障害の有無や年齢などの条件に関係なく，誰もが同じようにインターネット上で提供される情報を利用できること

※３　行政が保有しているデータを，機械判読に適したデータ形式で，二次利用が可能な利用ルールにより公開すること

広報課，総務課

紙面・インターネット・映像など多様な広報メディアの特徴を生かした効果的な情報提供，魅力発信と併せて，市

が保有する様々なデータを市民や事業者などが利用しやすい形式で公開・更新します。また，社会環境の変化を踏

まえた各種広報媒体の有効性を検証し，より効果的・効率的な情報提供を推進します。

取組

◆ソーシャルメディア※１などを活用した市政情報の提供及び調布のまちの魅力
発信

◆ウェブアクセシビリティ※２に配慮したホームページコンテンツの作成，修正
◆現在の広報手法の検証及びより効果的な手法の検討，活用
◆ホームページのリニューアル

◆調布市が保有するデータの公開，更新及びオープンデータ※３化

積極的な市政情報の提供 担当課
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

第２節 市民のための市役所づくり 

 

 

目 的 
対 象 市役所の組織・システム 

意 図 質の高い市民サービスを効果的・効率的に提供する 

 

  取取組組のの視視点点  

 

 

 

 

  基基本本的的取取組組のの体体系系  

方針２ 参加と協働のまちづくりの実践 

 

２－１ 効率的で機能的な組織・システムづくり 

 

２－２ 市民サービス提供主体の見直し 

 

２－３ 市民に信頼される市政の推進 

 

  現現状状とと課課題題  

○簡素で効率的な組織体制づくりを目指して，職員の適材適所の配置と常勤職員定数の管理に継続

して取り組むとともに，再任用職員など多様な雇用形態に基づく人材の効果的な活用のほか，庁

内における組織横断的な連携の推進などに取り組んでいます。 

○質の高い市民サービスの持続的な提供や行政の効率化を図るため，業務の見直し，改善による事

務の簡素化・効率化を図る必要があります。 

○効率的な市民サービスの提供や業務の実施において様々な手法等を活用するに当たっては，市政

における透明性・公平性・信頼性の確保に努めていく必要があります。 

○官と民との役割分担の下，費用対効果などを総合的に考慮する中で，積極的な民間活力の活用の

推進や，ＩＣＴ，ＡＩ，ＲＰＡなどの活用検討や試験的な導入などに取り組む必要があります。 

○地方自治法の改正においては，事務の適正な管理及び執行を確保し，不適正な事案を防止するた

めの体制整備が求められています。調布市でも引き続き，行政内部のルールに基づく対応を徹底

するとともに，業務上の様々なリスクの管理に向けた取組を検討し，対応を図ることが必要です。 

○質の高い市民サービスの提供や，災害対応などの広域的な行政課題への対応においては，近隣を

はじめとする他自治体との連携や，市内外の民間事業者等との連携に取り組んでおり，今後も引

き続き，他自治体等との連携を図っていく必要があります。 

市民のための市役所を実現するため，市民の視点に立って，質の高い市民サービスを効果

的・効率的かつ安定的に提供することができるよう，費用対効果なども踏まえた更なる民間

活力の活用の検討も含めて，市役所の組織を強くする観点から，体制づくりを進めます。 

方針２ 効率的な組織体制の整備 
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  基基本本的的取取組組のの内内容容  

２－１ 効率的で機能的な組織・システムづくり 

◆効率的で機能的な組織・システムづくり 

   市民に分かりやすく，簡素で効率的な組織体制を整備するとともに，限られた人員体制の中

で，多様化・複雑化する市民ニーズや様々な行政課題に迅速かつ的確に対応するため，組織横

断的な連携を強化します。また，行政の代替・補完機能を有する調布市の監理団体における組

織の活性化を促しながら，調布市との連携関係を一層強化することで，増大する行政需要に効

果的・効率的に対応していきます。 

   情報システムについては，セキュリティ強化や緊急時の対応強化，改修経費の適正化などを

図るとともに，日常業務への影響の抑制やコスト縮減などの観点を踏まえた更新の検討等によ

る総合的かつ計画的な管理を推進します。 

◆事務の簡素化・効率化 

   質の高い市民サービスの効率的かつ安定的な提供に向けて，一連の事務における個々のプロ

セスの必要性も含めた見直しによる事務の簡素化と併せて，ＩＣＴのほか，ＡＩ，ＲＰＡなど

の先進技術の活用も視野に事務の効率化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン６

内容
組織横断的な連携を図りながら，調布市基本計画における施策や事業を推進するための執行体制を整備するととも

に，常勤職員定数の抑制に努めることで，簡素で効率的な組織・人員体制づくりを推進します。また，収納事務の

一元化（市税・国民健康保険税）に取り組みます。

取組

◆常勤職員定数を２０１９年度当初の水準以下に抑制
◆庁内における組織横断的な連携の推進
◆法改正や制度改正を踏まえた体制整備の検討，実施
◆収納事務（市税及び国民健康保険税）の一元化

組織体制の整備 担当課
行財政改革課，政策企
画課，関係各課

プラン７

内容

取組

◆調布市における監理団体活用の考え方に基づく取組の検討，実施
◆監理団体における市からの補助事業及び委託事業に関する検証の実施
◆監理団体におけるガバナンスの強化及び組織の活性化

監理団体の活用・連携の強化 担当課
行財政改革課，関係各
課

調布市における監理団体活用の考え方に基づき，監理団体と市が共に市民サービスの向上等に関する取組を進めて

いくため，双方の連携をより一層促進します。併せて，監理団体の活性化に向けた取組や指導監理を推進します。

プラン８

内容

基幹システムをはじめとした庁内における様々な情報システムのより適切な管理を行うため，適切な運用の確保や

陳腐化による業務への影響防止，運用コストの縮減などの観点を踏まえ，更新計画を検討・作成します。また，情

報漏えいなどのセキュリティリスクの軽減を図るため，各種対策を推進するとともに，事務の効率化の視点を踏ま

えた庁内ＯＡ端末の更新や環境整備に取り組みます。

取組

◆基幹システム等に関する計画的な更新の検討及び更新計画の策定
◆システム改修経費に関する職員による評価の実施
◆情報セキュリティ関係システムの更新
◆情報セキュリティに関する職員の意識向上に向けた研修の実施
◆事務の効率化の視点を踏まえた庁内ＯＡ端末の更新及び環境整備
◆緊急時の対応力強化に向けたデータ保管の取組及び停電対応訓練の実施

情報システムの総合的かつ計画的な管理の推進 担当課 情報管理課
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２－２ 市民サービス提供主体の見直し 

  ◆民間活力等の活用 

   民間事業者等との役割分担の下，質の高い市民サービスの提供や費用対効果などを総合的に

考慮したうえで，民間に委ねることが可能なものについては，積極的に民間活力の活用を図っ

ていくこととして，市民サービスの提供主体の見直しを進めます。 

   マイナンバーカードを活用した証明書等のコンビニ交付の拡充を図るなど，市民サービスの

向上や事務の効率化について検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン９

内容

事務の簡素化・効率化の推進 新規 担当課
行財政改革課，関係各
課

庁内における業務量の増加への対応などを踏まえ，より効率的な業務の執行を推進するため，既存業務の分析・検

証等を行い，業務プロセスの見直しや情報通信技術（ＩＣＴ）の活用による事務の簡素化・効率化に取り組みま

す。

取組

◆事務の簡素化や効率化に関する先進自治体における事例の情報収集，研究
◆既存業務の検証などを踏まえた事務の簡素化や効率化に関する取組の検討，実施
◆事務の簡素化や効率化に関する職員の意識醸成

プラン１１

内容

※児童福祉法の規定に基づく協定を調布市と締結することで，協定に基づく調布市の関与がある中で，公私連携法人として指定を受けた法人が運営

　 する私立保育所のこと

取組

◆公立保育園における民間活力の活用の検討
◆公立保育園における「公私連携型保育所制度」の活用
◆「公私連携型保育所制度」を活用した保育園運営についての検証

公立保育園における民間活力の活用 担当課 子ども政策課，保育課

良質で持続可能な保育サービスの提供に向けて，公立保育園のより効率的な運営や施設管理を行っていくため，児

童福祉法に基づく「公私連携型保育所
※
制度」を用いた民間活力の活用を推進します。

プラン１２

内容
子ども，保護者の多様なニーズや，子どもを取り巻く厳しい社会環境などへの対応を踏まえ，児童館に求められる

機能・役割を持続的に提供していくため，今後の児童館の在り方などの整理に基づき，民間活力を活用した運営方

法の見直しを推進します。

取組

◆児童館の今後の在り方や運営に関する考え方の整理
◆児童館の今後の在り方や運営に関する考え方の整理に基づく，民間活力の活用によ
る取組の実施

児童館における民間活力の活用 担当課 児童青少年課

プラン１０

内容

行財政改革課，関係各課

民間事業者等との役割分担の下，質の高い市民サービスの提供や費用対効果などを総合的に考慮したうえで，民間

に委ねることが可能なものについては，積極的に民間活力の活用を図っていくこととして，施設の管理運営や内部

事務などに関するアウトソーシングの検討に取り組みます。

取組

◆民間活力の活用に関する他自治体における事例の情報収集及び研究
◆施設の管理運営や内部事務などにおける民間活力活用の検討，実施

民間活力の活用 担当課
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プラン１３

内容

学校給食調理業務における民間活力の活用 担当課 学務課

民間活力を活用している学校における給食調理業務の定期的な検証を通じて，適正かつ効率的な業務の実施を確保

するとともに，更なる民間活力の活用に向けた取組を推進します。

取組

◆給食調理業務を委託している調理校における業務の実施状況の定期的な検証
◆給食調理業務における民間活力の活用の検討，実施

プラン１６

内容

窓口サービス及び内部事務における民間活力
の活用

新規 担当課
行財政改革課・関係各
課

限られた経営資源の中で，多様化・複雑化する市民ニーズのほか，施策の推進や新たな課題へ適切に対応するに当

たり，業務の効率的な実施によるコストの抑制はもとより，職員が直接担う必要がある業務に注力できる環境を整

えるためにも，窓口業務や内部事務における民間活力の活用を推進します。

取組

◆民間活力の活用に向けた既存業務の現状分析
◆窓口業務や内部事務における民間活力の活用検討，実施
◆民間活力の活用後における検証の実施

プラン１５

内容

取組

◆マイナンバーカード（個人番号カード）の取得促進
◆マイナンバー制度に関する各種広報の実施
◆マイナンバーを活用したサービス向上や業務効率化に関する取組の検討，実施

マイナンバー制度の適切な運用 担当課
政策企画課，行財政改革課，総務課，情報

管理課，市民課，関係各課

組織横断的な体制により，マイナンバー制度の適切な運用を図るとともに，市民サービスの向上や業務の効率化の

観点から，マイナンバーの活用を検討していきます。

プラン１４

内容

※指定管理者による管理運営業務やサービスなどの状況について，指定管理者自身や所管部署が評価を行うこと

指定管理者制度の適切な運用を確保するとともに，指定管理者における業務の実施状況に関する評価を行い，サー

ビスの維持・向上等を図ります。また，調布市内の公共施設における指定管理者制度の活用を検討します。

取組

◆せんがわ劇場への指定管理者制度の導入
◆新たな施設への指定管理者制度の導入検討
◆指定管理者による管理運営状況等に係るモニタリング評価 の実施・公表
◆指定管理者による管理運営状況等に係る第三者評価の実施
◆指定管理者に関する評価の仕組みの見直し

指定管理者制度の活用 担当課
行財政改革課，関係各
課

※
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２－３ 市民に信頼される市政の推進 

  ◆市民に信頼される市政の推進 

   より良い市政経営を推進するに当たっては，行政に対する市民の信頼や理解を得ることが欠

かせません。そのため，日常業務が多岐にわたる中で，訴訟事案の防止や確実な支払手続のほ

か，公文書の適切な管理，情報セキュリティの強化など，業務の適正な執行の確保を推進しま

す。また，契約事務においては，引き続き，透明性を確保しつつ，事務効率等の観点を踏まえ

た多様な契約手法の検討に取り組みます。更には，災害時等における事業継続の確保など，組

織的な危機管理能力を高める取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン１７

内容

※災害などが発生した際，業務中断に伴う影響を最低限にするために，平時から事業継続について準備しておく計画のこと

災害対応能力の向上 担当課 総合防災安全課

震災をはじめとした自然災害等の発生時における対応能力の向上を図るため，事業継続計画
※
（ＢＣＰ）に基づく

各種取組の推進により，職員における認識を高めるとともに対応を定着させるほか，災害対策協定に基づく，他自

治体等との連携・交流の強化を通じて協定の実効性を確保します。

取組

◆職員のＢＣＰに基づく対応能力の向上などに向けた研修の実施
◆状況の変化等を踏まえた必要に応じたＢＣＰの見直し
◆災害対応に関する職員訓練の実施
◆他自治体との相互応援や民間事業者からの支援に関する協定の締結
◆協定締結先との平常時からの連携・交流

プラン１８

内容

新型インフルエンザ等への対応 担当課 健康推進課

新型インフルエンザをはじめとした重大な感染症の発生時における適切な対応を確保するため，住民接種マニュア

ルや事業継続計画（ＢＣＰ）の適時適切な見直しや職員の意識啓発等の取組の推進により，組織的な対応の定着を

図ります。

取組

◆住民接種検証会の実施及び検証会の結果を踏まえた住民接種マニュアルの改善
◆状況の変化等を踏まえた必要に応じたＢＣＰの見直し
◆職員の新型インフルエンザ対策に対する認識向上などに向けた研修の実施
◆住民接種に関する必要物資の備蓄

プラン１９

内容

業務リスクへの対応 新規 担当課
法制課，会計課，行財
政改革課，関係各課

市政を取り巻く状況の変化や市民ニーズの多様化・複雑化に伴う業務量の増加，業務の実施手法・活用ツールの変

化などにより，日常業務の適正な執行において様々な課題やリスクが存在していることを踏まえ，事前の防止対策

や事案発生時における迅速・的確な対応に関する取組を推進します。

取組

◆法律相談などを活用した行政事務執行上の法的なリスクの防止及び適切な対応
◆適正な会計処理及び確実な支払処理（不適正経理の防止）
◆業務リスクへの対応に関する他自治体事例の調査，取組検討

【関連するプランの取組】
◇プラン５　　適切な公文書管理の推進（公文書の管理）
◇プラン８　　情報システムの総合的かつ計画的な管理の推進（情報システム
　　　　　　　セキュリティ）
◇プラン１７　災害対応能力の向上（大規模災害時における事業継続）
◇プラン１８　新型インフルエンザ等への対応（新たな感染症発生時における
　　　　　　　事業継続）
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プラン２０

内容

契約課

プロポーザル方式の手法について，他自治体の運用事例を参考としながら，個別の業務内容に応じてより活用しや

すい手法となるよう見直しを検討します。また，事務効率等の観点を踏まえ，他自治体における取組事例を参考と

しながら，多様な契約手法について検討します。

取組

◆プロポーザル方式の運用改善に向けたガイドラインの改定
◆他自治体における事例を参考とした，多様な契約手法の検討及び活用

多様な契約手法の検討・活用 担当課
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目 的 
対 象 調布市職員 

意 図 時代に対応した，これからのまちづくりに必要な人材の確保と育成を図る

 

  取取組組のの視視点点  

 

 

 

 

 

 

 

  基基本本的的取取組組のの体体系系  

方針３ 人材の確保・育成 

 

３－１ 人材の確保・育成と意欲の向上 

 

３－２ 誰もが活躍できる職場環境づくり 

 

  現現状状とと課課題題  

○将来的に生産年齢人口の減少が見込まれる中でも，市政を推進する人材を確保していく必要があ

ります。また，地方公務員法等の改正に伴う会計年度任用職員制度に適切に対応するため，臨時・

非常勤職員の任用に関する条件を整理し，職の性質にあった任用を進めていく必要があります。

さらに，国家公務員の定年延長が検討されていることから，地方公務員への波及も踏まえ，その

動向を注視していく必要があります。 

○市政を取り巻く社会環境が変化する中，様々な法改正や制度改正への対応のほか，法的対応やＩ

ＣＴ活用など専門性の高い職務に適切に対応できる人材の必要性が高まっており，引き続き，専

門性を有する人材の確保・育成に努めていく必要があります。 

○調布市では，調布市人材育成基本方針や調布市特定事業主行動計画に基づき，職務意識や能力の

向上，ワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境づくりなどを通じて，市政の担い手とな

る人材の確保・育成に取り組んでいます。その一方，団塊世代の職員の大量退職とそれに伴う新

規職員の採用により，職員構成では入庁１０年未満の職員が約４割を占めていることから，若手

職員の早期育成や管理職人材の確保・育成に取り組む必要があります。 

○職員が期待される役割を果たし，仕事にやりがいを持って職務を遂行するためには，職場環境の

整備が重要です。職務意欲を高める仕組みづくりと併せ，女性職員の活躍推進も念頭に置き，働

き方を見直し，ワーク・ライフ・バランスの実現が図れる，誰もが活躍できる職場環境づくりを

進める必要があります。 

多様化・複雑化する市民ニーズや，様々な法改正や制度改正，技術の進展といった社会環

境の変化に，職員一人ひとりが適切に対応し，市政の担い手として全ての職員が能力を十分

に発揮し，意欲を持って職務に取り組むことができるよう，新たな人事制度や研修制度，人

材を育成していくための環境整備に取り組み，これからのまちづくりに必要な人材の確保と

育成を図ります。 

方針３ 人材の確保・育成 
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  基基本本的的取取組組のの内内容容  

３－１ 人材の確保・育成と意欲の向上 

◆人材の確保・育成と意欲の向上 

   少子高齢化や地方分権の進展，国の法改正・制度改正など，市政を取り巻く社会環境が変化

する中で，それらに適切に対応できる人材の確保・育成を図ります。 

   調布市人材育成基本方針に基づき，市役所業務のＰＲによる採用試験受験者の確保をはじめ，

採用後における若手職員を育成するためのチューター制度の運用，各種研修の充実，自己研鑽

意欲の促進により，職員の職務意識や能力の向上を図ります。また，人事評価や昇任制度の適

正な運用と改善，職務・職責を適切に反映させる給与制度の運用などを通じて，職務に対する

意欲・やりがいの向上につなげていきます。 

   任期付法務専門職による職員の政策法務能力向上に向けた取組を継続するとともに，その他

の分野も含めて，専門性の高い職務に適切に対応できる人材の確保を検討するほか，業務に関

する国家資格等の取得支援や複線型人事制度※の検証・検討などにより，専門性を有する人材

の確保と育成を図ります。 

   ※専門性の高い業務に対応するため，職員の専門知識や能力を活かす人事配置や人材育成制度のこと 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン２１

内容

人材の確保とやりがいや意欲を高める仕組みづくり 担当課 人事課

市政を担う人材を確保するとともに，専門分野における人材の活用を推進します。また，新たに導入される会計年

度任用職員制度を適切に運用するほか，職員のやりがいや意欲を高めながら，多様化・複雑化する市民ニーズにき

め細かに対応していくため，人事・給与制度の適切な運用と見直しに取り組みます。

取組

◆市役所業務の積極的なＰＲなどによる職員採用試験受験の促進（人材確保）
◆専門分野における人材の確保（特定任期付職員の活用）
◆会計年度任用職員制度への適切な対応（地方公務員法及び地方自治法の改正）
◆職員のやりがいや意欲の向上に向けた人事・給与制度の適切な運用・改善

プラン２２

内容
多様化・複雑化する市民ニーズに適切に対応していくため，第２期調布市人材育成基本方針に基づく各種研修や

ＯＪＴの推進のほか，自己研鑽意欲を促進し，職員の職務に対する意識や能力の向上を図ります。

取組

◆職層や経験年数などに応じた研修の実施及び検証を踏まえた見直し
◆各職場の業務内容に応じたＯＪＴの実施
◆職員一人ひとりの自己研鑽意欲の向上及び支援
◆人材育成基本方針の改定

人材育成基本方針に基づく研修の推進 担当課 人事課

プラン２３

内容

取組

◆職員の政策法務能力向上に関する研修の実施
◆法務専門職による行政実務法律相談及び法務に関する情報提供の実施

政策法務能力の向上 担当課 法制課

職員における法令等に関する基礎的知識の習得，法令等の解釈・運用能力の向上のほか，条例等の立案能力の向上

を図り，政策法務の実践につなげるため，任期付法務専門職を活用した研修，相談などの取組を推進します。
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３－２ 誰もが活躍できる職場環境づくり 

  ◆ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備 

   調布市特定事業主行動計画に基づき，全ての職員が能力を十分に発揮できるよう，変則勤務

やテレワークの活用による柔軟で多様な働き方ができる職場環境の整備を進めます。また，女

性職員のキャリア形成支援等の観点からも，事務の簡素化・効率化により，時間外勤務の縮減

及び定時退庁や年次有給休暇の取得等を推進し，職員それぞれのライフステージや家庭の状況

に応じたワーク・ライフ・バランスの実現を図ります。 

   安心して働き続けられる環境整備として，育児休業等取得職員の代替職員の配置やハラスメ

ント防止対策などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再掲プラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン２４

内容

ワーク・ライフ・バランスの実現と誰もが活躍できる職
場環境づくりの推進

担当課 人事課

調布市特定事業主行動計画（第七次行動計画）に基づき，変則勤務やテレワークの試行実施など柔軟な働き方の推

進や時間外勤務縮減及び定時退庁推進に向けた取組（人事評価制度を通じた取組や応援制度の検討）を進めます。

また，女性職員のキャリア形成に関する支援や安心して働き続けられる環境づくりとしてハラスメント防止などに

取り組み，誰もが活躍できる職場環境づくりを進めます。

取組

◆変則勤務やテレワークなどを活用した柔軟な働き方の実践
◆時間外勤務縮減及び定時退庁の推進
◆特定事業主行動計画を踏まえた女性職員の活躍推進に関する取組の実施
◆ハラスメント防止対策など職員が安心して働き続けられる職場環境づくり

プラン９

内容

事務の簡素化・効率化の推進 新規 担当課
行財政改革課，関係各
課

庁内における業務量の増加への対応などを踏まえ，より効率的な業務の執行を推進するため，既存業務の分析・検

証等を行い，業務プロセスの見直しや情報通信技術（ＩＣＴ）の活用による事務の簡素化・効率化に取り組みま

す。

取組

◆事務の簡素化や効率化に関する先進自治体における事例の情報収集，研究
◆既存業務の検証などを踏まえた事務の簡素化や効率化に関する取組の検討，実施
◆事務の簡素化や効率化に関する職員の意識醸成
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【第２期調布市人材育成基本方針イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すべき職員の将来像

調布のまちに愛着と誇りをもち，市民に信頼され，意欲的にチャレンジする職員

４つのアプローチ

アプローチ１：市民ニーズを的確に捉え，市民と協働してまちづくりを推進する

アプローチ２：コスト意識をもち，業務のスキルや質の向上を図る

アプローチ３：チャレンジ意欲をもち，周囲も引き込む行動力を身に付ける

アプローチ４：お互いに成果を共有し，組織力（チーム力）を高める

人材を育成していく環境づくり

職員の積極性や意欲を喚起する職場づくり

ワーク・ライフ・バランスを推進し，安心して働き続けられる職場づくり
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第３節 計画的な行政の推進 

 

 

目 的 

対 象 施策，事務事業 

意 図 
質の高い市民サービスを提供するため，限られた経営資源を効果的・効率

的に活用し，計画的な行財政運営を推進する。 

 

  取取組組のの視視点点  

 

 

 

 

 

  基基本本的的取取組組のの体体系系  

方針４ 計画行政の推進 

 

４－１ ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営 

 

４－２ 健全な財政運営 

 

４－３ 公共施設等マネジメントの推進 

 

  現現状状とと課課題題  

○調布市基本計画に位置付けた各施策・事業を中心として，行政評価を活用した振返り評価を行い，

不断の見直し，改善と併せた取組の推進に努めていますが，今後も，計画・行財政改革・予算が

一体となった取組を推進していくとともに，行政評価のより効果的な活用も視野にＰＤＣＡマネ

ジメントサイクルによる行財政運営を推進する必要があります。 

○調布市では財政の健全性を維持していますが，景気動向の今後の地域経済や市政への波及効果は

先行きが不透明な中，今後見込まれる多大な財政需要を見据えて積極的な経費縮減・財源確保を

図るなど，引き続き，健全な財政運営に取り組んでいく必要があります。 

○調布市公共施設等総合管理計画における基本方針等を踏まえ，インフラも含めた公共施設全体の

総合的かつ計画的な管理や，公共施設マネジメントのモデルケースとなる取組の検討を進めてい

ます。また，老朽化が進んでいる施設の適切な維持保全と併せて，持続可能で効果的・効率的な

行財政運営を進めるため，施設の機能や劣化状況のほか，有効活用の視点などを総合的に考慮す

る中で，老朽化や長寿命化への対応をはじめ，経費の縮減，財政負担の平準化，民間活力の活用

などの視点も含めて，今後の施設の在り方等に関する考え方を整理していく必要があります。 

将来にわたり，安定的な市政経営を確保しつつ，質の高い市民サービスを提供していくた

め，計画（Ｐｌａｎ）－実施（Ｄｏ）－評価（Ｃｈｅｃｋ）－見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）

のマネジメントサイクルにより，限られた経営資源を計画的かつ効果的・効率的に活用し，

計画・行財政改革・予算が一体となった取組を推進します。 

方針４ 計画行政の推進 
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  基基本本的的取取組組のの内内容容  

４－１ ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営 

◆ＰＤＣＡマネジメントサイクルに基づく取組の推進 

   ＰＤＣＡマネジメントサイクルに基づき，施策や事業の取組や成果等を振り返り，その結果

を踏まえた見直し，改善を図ることで，質の高い市民サービスの提供につなげていきます。 

   行政評価の実施及び評価結果の公表を通じて，市政に関する透明性の確保につなげるととも

に，評価結果を諸計画の進行管理や予算編成に活用するなど，効果的な市政経営の実現に向け

て取り組みます。 

◆行財政改革推進会議の活用 

   限りある経営資源を最大限に活用し，質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供す

るため，調布市行財政改革推進会議において，行政外部の広範な視点から意見を聴取し，その

内容を踏まえて調布市としての取組の方向性を整理する中で，行財政改革の取組を効果的・効

率的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン２５

内容

ＰＤＣＡマネジメントサイクルによる行財政運営 担当課 行財政改革課

毎年度の行政評価による振返り評価を活用した各種取組の見直し，改善を推進するとともに，振返り評価の結果を

市民に分かりやすく公表していくことにより，質の高い市民サービスの提供や市政に関する透明性の確保のほか，

職員の気付きによる更なるＰＤＣＡマネジメントサイクルの推進につなげていきます。

取組

◆施策・事務事業評価の実施，評価結果の公表
◆行政評価の見直し
◆行政評価支援システムの運用・更新検討

プラン２６

内容

補助金と受益者負担の適正化 担当課 財政課，行財政改革課

各種団体・個人等の公益的な活動を促進するために補助・交付している補助金等について，これまでに取り組んだ

評価の結果に基づく見直し等に取り組みます。また，使用料・手数料における負担水準についての在り方の検証・

適正化に取り組みます。

取組

◆補助金等交付状況の公表
◆補助金等評価の結果に基づく取組
◆受益者負担の在り方検証

プラン２７

内容

行財政改革推進会議の活用 担当課 行財政改革課

行財政改革の取組を効果的・効率的に推進するため，広範な視点から意見を聴取する仕組みを活用し，調布市公共

施設等総合管理計画に基づく取組の推進や官民連携による取組の推進を図ることで，質の高い市民サービスの提供

につなげます。

取組

◆市における取組に関する行財政改革推進会議を活用した意見聴取
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４－２ 健全な財政運営 

◆財政規律ガイドラインに基づく財政運営 

   今後も景気動向や財政状況が不透明な中，引き続き増加が見込まれる社会保障関係経費や公

共建築物の維持保全経費など，様々な財政需要に対応するため，調布市財政の健全性維持のた

めのガイドライン（財政規律ガイドライン）に基づき，財政構造の改善等，財政の健全性の維

持・向上に継続的に取り組むとともに，財務書類等の作成，検証も踏まえて，持続可能で効果

的な市政経営の推進につなげます。 

◆財源確保と経費縮減 

   歳入の根幹となる市税や国民健康保険税の収納率の維持・向上に努めるほか，刊行物におけ

る広告料収入，市有財産を活用した貸付料や売払収入，国や東京都からの特定財源の確保など

とともに，民間事業者等との協働による財政負担の軽減に取り組みます。 

   健全な財政運営を図る観点から，日常的な事業や業務について，様々な視点からの見直し余

地を検証し，改善を図ることで，経常経費の縮減に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン２９

内容

事務事業等の見直し，改善による経常経費の
縮減

新規 担当課 行財政改革課，財政課

今後も様々な財政需要が見込まれる中で，質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供していくため，事務

事業ごとや，節（委託料や補助金）ごとなど，様々な視点での見直し，改善により，経常経費の縮減に取り組みま

す。

取組

◆既存事業の検証等に基づく経常経費の抑制，縮減
◆経常経費縮減の観点を踏まえた予算編成

プラン２８

内容
財政規律ガイドラインに基づき，不断の見直し，改革・改善を推進するとともに，統一的な基準に基づく財務書類

等の作成，検証も踏まえて，持続可能で効果的な市政経営を推進します。

取組

◆財政規律ガイドラインの設定項目に基づく進行管理
◆固定資産台帳の更新及び財務書類の作成

財政規律ガイドラインに基づく財政運営 担当課 財政課

プラン３０

内容

財政課，関係各課

調布市が発行する各種刊行物における広告料収入の確保のほか，寄附による財源確保の取組の検討・活用に取り組

みます。また，市有財産の有効活用や補助制度の新たな適用を受けることによる財源確保の取組のほか，官民連携

による財政負担の軽減に資する取組を推進します。

取組

◆各種刊行物における広告掲載
◆広告料収入1,000万円以上の確保
◆官民連携による財政負担の抑制
◆寄附による財源確保の検討

積極的な財源の確保と財政負担の抑制 担当課
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プラン３１

内容

普通財産の有効活用・処分 担当課 管財課，道路管理課

調布市が保有する普通財産（土地・未利用道路・水路等）について，適切な日常管理を行う中で，有償による貸付

けや行政財産としての活用を推進するほか，必要に応じて売払いを行うことで，歳入の確保に努めます。また，未

利用道路・水路については，現況の把握・整理及びより適切な売払いに向けた事務に関する方針の検討に取り組み

ます。

取組

◆普通財産の適正な管理・有効活用・処分
◆普通財産（未利用道路・水路等）の現状整理
◆普通財産（未利用道路・水路等）の売払い事務に関する方針の検討，方針に基づく
取組

プラン３２

内容

市税収納率の維持・向上 担当課 納税課

市税の収納に関する効果的・効率的な手法を検討・活用しながら，収納率の維持・向上や収納事務の効率化等に取

り組みます。

取組

◆期限内納付の推進
◆多様な納付手段の活用
◆収納体制の整備
◆市税収納率９８％以上（※２年目以降はそれまでの実績や各取組の進行状況を踏ま
えて見直し）

プラン３３

内容

国民健康保険税収納率の維持・向上 担当課 保険年金課

国民健康保険税の収納に関する効果的・効率的な手法を検討・活用しながら，収納率の維持・向上や収納事務の効

率化等に取り組みます。

取組

◆期限内納付の推進
◆多様な納付手段の活用
◆収納体制の整備
◆国民健康保険税収納率８０．９２％以上（※２年目以降はそれまでの実績や各取組
の進行状況を踏まえて見直し）

プラン３４

内容

給付・医療費の適正化 担当課 保険年金課

東京都国民健康保険運営方針を踏まえ，レセプト点検の推進やジェネリック医薬品の使用促進を通じて，給付・医

療費の適正化につなげます。

取組

◆レセプト点検の推進
◆柔道整復等療養費支給申請の二次点検の推進
◆ジェネリック医薬品の使用促進

プラン３５

内容

取組

◆調布市の統一ルールに基づく債権の管理
◆調布市の統一ルールの見直し
◆過去の対応事例等の活用
◆収入未済額の縮減

債権管理の推進 担当課
財政課，法制課，関係
各課

統一ルールに基づき，調布市が保有する債権を管理することで，収納の向上や収入未済額の縮減を推進します。ま

た，取組の実践を踏まえたルールの見直しを行うほか，過去における対応事例の活用を図ります。
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４－３ 公共施設等マネジメントの推進 

◆公共施設等総合管理計画等に基づく取組の推進 

   持続可能な市政経営を実現する観点から，調布市公共施設等総合管理計画における基本方針

や調布市公共建築物維持保全計画に基づき，市民の共有財産である公共施設の適切な維持保全

に努めるほか，既存の公共施設における現状や課題を踏まえ，今後の個別施設の在り方や方向

性について，多角的な検討に努めていきます。併せて，公園施設，下水道施設，道路，橋りょ

うといったインフラについても計画的な維持保全，更新等を検討・推進していきます。 

◆公共施設・インフラマネジメントにおける民間活力の活用 

   インフラを含めた公共施設全体の総合的かつ計画的な管理の推進に当たっては，その維持管

理や運営，改修・更新における財政的な負担が大きいため，調布市公共施設等総合管理計画に

おける基本方針に基づき，民間の資金，ノウハウなどを活用することによるコスト縮減や財政

負担の平準化，市民サービス向上の視点を含めた多角的な検討に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラン３６

内容

持続可能な市政経営の実現に向けて，調布市公共施設等総合管理計画における公共施設マネジメントの基本方針及

び調布市公共建築物維持保全計画に基づき，公共施設の適切かつ計画的な維持保全に取り組むとともに，（仮称）

公共施設マネジメント計画において個別施設の在り方・方向性を整理します。また，今後の公共施設マネジメント

における体制の検討に取り組みます。

取組

◆公共施設等総合管理計画の基本方針等に基づく取組の検討，推進
◆公共施設マネジメントに関する庁内横断的な検討及び体制検討
◆「（仮称）公共施設マネジメント計画」の策定
◆公共施設の計画的な維持保全

公共施設マネジメントの推進 担当課
公共施設マネジメント担当，営繕課，行財

政改革課，政策企画課，関係各課

プラン３７

内容

◆公園施設の適正管理，長寿命化，ライフサイクルコスト等の縮減の推進
◆下水道施設の適正管理，長寿命化，ライフサイクルコスト等の縮減の推進
◆道路施設の適正管理，長寿命化，ライフサイクルコスト等の縮減の推進取組

インフラマネジメントの推進 新規 担当課
緑と公園課，下水道課，道路管理課，公共

施設マネジメント担当，行財政改革課

持続可能な市政経営の実現に向けて，調布市公共施設等総合管理計画におけるインフラマネジメントの基本方針及

び既存の長寿命化計画等に基づき，公園施設，下水道施設，道路・橋りょう等の効率的な管理，維持保全，更新等

に取り組みます。

プラン３８

内容

管財課，公共施設マネジメ

ント担当，行財政改革課

市庁舎における耐震性の確保に向けた免震改修事業を着実に推進します。また，調布市公共施設等総合管理計画に

おける基本方針に基づき，現状や課題を踏まえ，免震改修後の市庁舎の長寿命化等に関する取組の方向性を整理す

るほか，将来的な更新に向けては，現時点で現敷地が最有力地となっている中で，整備手法，財源確保方策等の検

討に取り組みます。

取組

◆市庁舎の免震改修工事
◆市庁舎の維持保全
◆市庁舎の長寿命化等に関する取組の方向性の整理
◆将来的な市庁舎の更新に関する方向性の整理
◆将来的な市庁舎の更新に向けた財源確保方策の検討，実施

市庁舎の長寿命化等と将来的な更新の検討 担当課
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プラン４０

内容

学校施設における長寿命化等の推進
教育総務課，公共施設マネジメン

ト担当，行財政改革課

調布市公共施設等総合管理計画における基本方針及び平成３０年度に策定の調布市学校施設整備方針に基づき，学

校施設における長寿命化等に関する取組を推進するとともに，より効率的な改修手法等の検討・実施に取り組みま

す。

新規 担当課

取組

◆学校施設整備方針に基づく長寿命化等の実施
◆学校施設における改修手法の検討，整理

プラン４１

内容

官民連携手法によるクリーンセンター跡地活
用の推進

新規

取組

◆官民連携手法を活用したクリーンセンター移転後の跡地の有効活用
◆クリーンセンター跡地活用と併せた深大寺老人憩の家の機能移転の検討

担当課
政策企画課，高齢者支援室，公共施設マネ

ジメント担当，行財政改革課

クリーンセンター移転後の跡地について，調布市公共施設等総合管理計画における基本方針に基づくモデルケース

として，官民連携手法を活用し，敷地を効果的に活用するとともに，地域ニーズへの対応や行政課題の解決に資す

る施設の効率的な整備に取り組みます。

プラン３９

内容

◆グリーンホールの今後１０年以内を目途とする建替えを見据えた施設整備に関する
考え方の整理，また，それらに基づく取組の検討，実施
◆総合福祉センターの移転・更新を見据えた今後の方向性及び施設整備に関する考え
方の整理，また，それらに基づく取組の検討，実施

取組

グリーンホール及び総合福祉センターの在り
方検討，整備の推進

新規 担当課
文化生涯学習課，福祉総務課，公共施設マ

ネジメント担当，行財政改革課

グリーンホール及び総合福祉センターについて，調布市公共施設等総合管理計画における基本方針に基づき，都市

基盤整備の進捗や公共施設の在り方検討を踏まえ，民間活力の活用を視野に多角的な検討に取り組み，今後の方向

性や施設整備に関する考え方を整理します。
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調布市公共施設等総合管理計画２０１７（平成２９）年３月策定） 

【位置付け】 
  インフラも含めた公共施設全体の総合的かつ計画的な管理を推進していくための調

布市の基本的な考え方を示すもの 
 
【計画期間】 
  ２０１７（平成２９）年度～２０４６（平成５８）年度の３０年間 
 
【目的】 
  質の高い市民サービスを将来にわたり提供できる「持続可能な市政経営」の確立 
 
【目標】 

  公共施設の全体数や床面積，管理運営・改修費の抑制 

＜公共施設マネジメントにおける基本方針＞ 
 

基本方針１ 最適化に向けた適正な配置と総量の抑制ああああああああああああ 

 （実施方針）①市民サービス提供の在り方の検討 ②集約・複合化，多機能化の検討 

      ）③市民サービス機能の再編の検討 ④多目的施設の検討 

      （⑤目標値設定を見据えた適正な施設保有量の検討 

 

基本方針２ 適切な維持管理・運営の推進あああああああああああああああああ 

 （実施方針）①長寿命化によるライフサイクルコストの縮減 

      ）②計画的で適切な維持管理の推進 ③財政負担の縮減，平準化 

      （④利用者負担の適正化の検討 ⑤施設管理の一元化の検討 

      （⑥アウトソーシングの活用 ⑦公共施設の安定的な運営 

      （⑧防災機能の強化 ⑨その他（建設コストの縮減，環境負荷の低減等） 

 

基本方針３ 民間活力等の活用ああああああああああああああああああああああ 

 （実施方針）①ＰＰＰ（官民連携），ＰＦＩの推進 ②他の行政主体等との連携 

      ）③公有財産の有効活用の推進 

 

 

＜インフラマネジメントにおける基本方針＞ 
 

基本方針１ 計画的で適切な維持管理の推進 

  

基本方針２ 長寿命化によるライフサイクルコストの縮減 

  

基本方針３ 民間活力等の活用 

[公共施設マネジメントにおける基本方針を支える取組等] 
 

①組織・人員体制の整備や専門的人材の確保・育成の検討 

②情報の一元的管理・情報共有   

③市民との連携 
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参考 財政効果を見込む主な取組 

今後も歳入の大幅な伸びが期待できない一方で，社会保障関係経費をはじめとする歳出の増加傾

向が見込まれるほか，景気動向や財政状況については，不透明な状況が続くことが予想されます。 

そのため，行財政改革の取組を推進し市政経営の効率化を図ることで経費の縮減を図ることと併

せて，継続的な財源確保に取り組むことが求められます。 

行革プラン２０１９のうち，以下の取組については，費用対効果を踏まえたコスト縮減と財源確

保を見込んでいますが，このほかにも，業務プロセスの見直しによる事務の簡素化や先進技術等の

活用による事務の効率化のほか，費用対効果などを考慮する中での民間活力の活用などを通して，

行政運営の一層の簡素化・効率化を進めるとともに，財政規律ガイドラインに基づく取組や市税等

の確実な収納，公共施設・インフラマネジメントの推進などを通して，財政の健全性の維持・向上

に努めながら，質の高い市民サービスを将来にわたり持続的に提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政効果が見込まれる主な取組 

歳入・歳出両面からの事務事業等の
見直し，改善に取り組むことによる効
果

広告料収入や新たな財源の確保等
による効果

普通財産の貸付けや売払いによる
収入を得ることによる効果

医療費の適正化が図られることによ
る効果

取組
（カッコ内は関連するプラン）

内容

事務事業等の見直し，改善
（プラン１１，２９関連）

広告料収入等の確保
（プラン３０，４１関連）

普通財産の貸付け・売払い
（プラン３１関連）

ジェネリック医薬品の使用促進

及びレセプト点検の実施
（プラン３４関連）
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第３章 行革プラン２０１９の関連資料 

 

１１  多多様様なな人人材材のの活活用用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○常勤職員定数抑制の主な取組 
 

・２００９（平成２１）年３月 東京都からの受託水道事業の解消 

（２０１０（平成２２）年３月 完全解消） 

・２０１２（平成２４）年４月 仙川保育園運営業務の民間委託 

・２０１４（平成２６）年４月 武者小路実篤記念館への指定管理者制度の導入 

・２０１５（平成２７）年４月 学童クラブ・ユーフォー運営業務の一体化と合わせた民間委託 

(注) 再任用フルタイム勤務職員は常勤職員定数に含まれます。 

常勤職員定数の推移（各年度４月１日現在） 

再任用短時間勤務職員数の推移（各年度４月１日現在） 
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(注)１ 嘱託員の人数は，地方公務員法第３条第３項第３号に規定する職にある者を集計しています。 

２ 人数は，１か月当たり１人の雇用につき１２分の１として算出した年間の雇用人数を記載しています。

３ 国勢調査（２０１５（平成２７）年度）に従事する職員は除いています。 

  ４ 【出典】「調布市事務報告書」よりデータ引用 

(注)１ 常勤職員数及び再任用短時間勤務職員数は，各年度の４月１日現在の人数です。 

  ２ 再任用フルタイム勤務職員は，常勤職員に含まれています。 

３ 嘱託員・臨時職員の人数は，１か月当たり１人の雇用につき１２分の１として算出した年間の 

雇用人数を記載しています。 

  ４ 嘱託員・臨時職員数は合計した後に，小数点以下第一位を四捨五入しています。 

嘱託員・臨時職員数の推移 

常勤職員，再任用短時間勤務職員，嘱託員・臨時職員数合計の推移 

常勤
1,269 1,267 1,262 1,255 1,258 1,264

再任用
116 93 101 94 74 51

嘱託・臨時
1,410 1,439 1,376 1,240 1,269 1,279

2,795 2,799 2,739
2,589 2,601 2,594

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

２０１２

（平成２４）

２０１３

（平成２５）

２０１４

（平成２６）

２０１５

（平成２７）

２０１６

（平成２８）

２０１７

（平成２９）
（年度）

（人）
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(注) １ 都内２６市における２０１７（平成２９）年４月１日現在の状況です。 

   ２ 【出典】「東京都市町村概要 ２０１７（平成２９）年度（東京都総務局行政部市町村課）」よりデータ引用 

(注)１ 再任用フルタイム勤務職員は，常勤職員に含まれています。 

                               

常勤職員，再任用短時間勤務職員，嘱託員・臨時職員数の割合 

常勤職員１人当たりの人口（２６市比較） 

順
位

自治体名
職員1人

当たり人口
順
位

自治体名
職員1人

当たり人口
順
位

自治体名
職員1人

当たり人口

1 稲城市 203.4 10 三鷹市 187.5 19 昭島市 177.9

2 小平市 199.5 11 国分寺市 187.4 20 小金井市 172.5

3 府中市 196.9 12 町田市 186.9 21 立川市 171.3

4 西東京市 195.9 13 青梅市 184.3 22 清瀬市 167.4

5 八王子市 195.3 14 調布市 181.3 23 国立市 159.2

6 東久留米市 194.8 15 多摩市 181.3 24 福生市 156.6

7 東村山市 191.8 16 狛江市 180.8 25 武蔵野市 154.1

8 あきる野市 188.9 17 東大和市 180.6 26 羽村市 148.0

9 武蔵村山市 188.6 18 日野市 179.8 （単位：人）

常勤職員

45.4%

常勤職員

48.7%

再任用職員

4.2%

再任用職員

2.0%

嘱託員・臨時職員

50.4%

嘱託員・臨時職員

49.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２０１２

（平成２４）

２０１７

（平成２９）

(年度)
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(注)１ 人数は，１か月当たり１人の雇用につき１２分の１として算出した年間の雇用人数を記載しています。

２ 【出典】「調布市事務報告書」等よりデータ引用 

(注)１ 人数は，１か月当たり１人の雇用につき１２分の１として算出した年間の雇用人数を記載しています。

２ 【出典】「調布市事務報告書」等よりデータ引用 

主な嘱託職員の推移 

主な臨時職員の推移 
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年齢別常勤職員構成の推移（各年度４月１日現在） 
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

２２  歳歳入入・・歳歳出出  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 「経常収支比率」とは，財政構造の弾力性を示す指標で，経常的な経費に充てた一般財源の，経常一

般財源に対する割合のことをいいます。なお，「経常一般財源の額」には，減税補てん債及び臨時財政対

策債が含まれています。 

   ２ 【出典】「市町村決算状況調査結果（東京都総務局行政部市町村課）」よりデータ引用 

(注)１ 「人件費」とは，職員などに対し，勤労の対価として支払われる経費のことをいいます。具体的には，

報酬・給料・職員手当等・退職金など。 

  ２ 【出典】「市町村決算状況調査結果（東京都総務局行政部市町村課）」よりデータ引用 

経常経費比率の推移 

経常収支に占める人件費の比率 
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(注)１ 「物件費」とは，人件費・維持補修費・扶助費・補助費などに分類されない消費的性質の経費のことを

いいます。具体的には，賃金・旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・備品購入費など。 

  ２ 【出典】「市町村決算状況調査結果（東京都総務局行政部市町村課）」よりデータ引用 

経常収支に占める物件費の比率 
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

３３  給給与与構構造造改改革革  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１ 「ラスパイレス指数」とは，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国家公務員の俸給月額を１００として 

計算した指数です。 

２ ２０１２（平成２４）年，２０１３（平成２５）年の数値については，国家公務員の時限的な（２年間）給与 

改定特例法による給与削減措置が無いとした場合の値です。なお，給与改定特例法による給与削減措置を反映さ 

せた場合，調布市は「２０１２（平成２４）年：１１０．８，２０１３（平成２５）年：１１０．８」，都内２６ 

市平均は「２０１２（平成２４）年：１０９．０，２０１３（平成２５）年：１０９．４」となります。  

  ３ 【出典】「地方公務員給与実態調査結果（総務省）」よりデータ引用  

(注)１ 職員給与については，退職手当，児童手当，子ども手当を除いています。 

  ２ 嘱託員報酬・臨時職員賃金については，国勢調査（２０１５（平成２７）年度）に従事する職員を除いています。

  ３ 端数処理の関係で，合計が一致しない場合があります。 

職員給与・嘱託員報酬・臨時職員賃金の推移 

ラスパイレス指数の推移（各年４月１日現在） 
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第４編 計画を推進するために（行革プラン２０１９） 

 

４４  公公共共施施設設ママネネジジメメンントトににおおけけるる課課題題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０年後の人口構造の変化 

公共施設の老朽化（建設後の経過年数） 

(注) １ 【出典】「調布市の将来人口推計（基本推計）」（２０１８（平成３０）年３月）よりデータ引用 

(注) １ 【出典】「調布市公共施設白書」（２０１６（平成２８）年３月）よりデータ引用 

50  52  53  56  62  69  75  79  80 

153  157  158  156  149  142  135  129  126 

29  30  30  30  29  27  25  24  23 

0

50

100

150

200

250

300

２０１７

（平成２９）

２０２１

（平成３３）

２０２５

（平成３７）

２０２８

（平成４０）

２０３３

（平成４５）

２０３７

（平成４９）

２０４１

（平成５３）

２０４５

（平成５７）

２０４８

（平成６０）

老年人口(65歳以上） 生産年齢人口（15～64歳） 年少人口（0～14歳）

（千人）

（年度）

232 238 241 242 240 238 235 232 229

総人口

老年人口
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公共施設の改修・更新費（今後３０年間の見通し） 

(注) １ 【出典】「調布市公共施設等総合管理計画」（２０１７（平成２９）年３月）よりデータ引用 

今後３０年間（１０年ごと）の改修・更新費の推計 

１年当たりの改修・更新費の比較 

27
億円

49
億円

0
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過去３年間

平均改修費

改修・更新費の推計

（１年当たり）

１．８倍

（億円）

※２０１３（平成２５）年度～ 
２０１５（平成２７）年度の平均 

※２０１７（平成２９）年度 
以降の３０年間の推計 

649
億円

462
億円 361
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